
県営住宅にお住まいの皆様へ
～洪水に備える～

お住まいの市町村が発行しているハザードマップを用意・確認しましょう。
次に・・・

避難所の場所や経路を確認しましょう。
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●避難所の場所や経路を確認しましょう。

(１) お住まいの県営住宅周辺のハザードマップを確認しましょう。
□ 地域の自治会が決めた避難の決まりがあるか確認しましょう。
　 ⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )
□ 避難所の場所を確認しましょう。
　 ⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )
□ 避難所までの経路を確認しましょう。
　 ⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

(２) 避難所まで実際に歩いてみましょう。
□ 避難所までどれくらいかかりますか。
 　⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )
□ 避難経路で気を付けることはありますか。（側溝、水路など）
 　⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

(３) 実際に避難することを想定して準備しましょう。
□ 避難所にもっていくものはありますか。
 　⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )
□ 家族・友人の連絡先を確認しておきましょう。
 　⇒(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )
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●災害の警戒レベルを確認しましょう。 ●避難先を確認しましょう。

●とるべき行動を確認しましょう。

警戒レベル1 警戒レベル2

警戒レベル3 警戒レベル4

災害時にどこに避難するのか、
日ごろから検討することが大切です。

※本リーフレットは、内閣府ホームページ「防災情報のページ」を参照のうえ、作成しています。

「屋内安全確保」
自宅にとどまることを「在宅避難」といいます。
ハザードマップにおいて、自宅にいても大丈夫か
どうかを確認することが必要です。

「安全な親戚・知人宅への避難」
自宅が危険な場合、近くの親戚や知人宅に避難す
るのも選択肢のひとつです。普段から、災害時に
避難することを相談しておきましょう。

「（行政が指定した）避難所への避難」
自宅が危険な場合、近隣の小・中学校等の避難所
への避難を検討しましょう。

「安全なホテル・旅館への避難」
通常の宿泊料が必要になります。事前に、予約・確
認しましょう。
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